
沖縄県離婚前後家庭支援事業（養育費の履行確保等に資する事業）

問い合わせ先

事業実施の目的

一般社団法人沖縄
共同養育センターわらび

[TEL]

080⁻9109-6652
[Mail]
  office@warabi.link

⑴ 親支援講座

⑷ 公正証書等作成支援事業

⑸ 養育費保証契約支援事業

離婚前後の親に対して、

離婚がこどもに与える

影響、養育費や親子交流

の取り決めに対する、

講座を開催。

（年２回実施）

母子家庭等就業・自立支援センターで実施。

① ひとり親家庭の養育費に関する専門

相談員による、電話や面談による相談。

② 弁護士による無料相談を実施。

ひとり親が、公正証

書等を作成する際に

要する公証人手数料

等の本人負担費用を

助成する 。

（上限５万円）

ひとり親が、保証会社と

養育費保証契約を締結す

る際に要する本人負担費

用（保証料）を助成する 。

（上限５万円）

離 婚 後 の ひ と り 親離 婚 を 考 え る 親

①周知・広報

②専門家による相談等

③養育費の取り決め

④養育費の確保

この事業は、離婚を考える父母等に対し、離婚後もこどもが心身ともに健やかに育成されるよう、こどもの養育やこどもを養育する家庭の生活等に

ついて考える機会を提供し、養育費の支払いや親子交流に関する取決めの促進を図るとともに、ひとり親家庭等に対する各種支援に

関する情報提供等を行うことで 、ひとり親家庭等のこども及びその家庭等の福祉の向上を図る ことを目的として実施しています 。

離婚前後の親が、任意の場所及び日時で

行える、養育費等に無料の弁護士相談。

⑶ 弁護士相談支援事業（※実施調整中）

⑵ 専門の相談員や弁護士による相談

公益社団法人 沖縄県母子寡婦福祉連合会

  ［TEL］ 098-887-4108

  ［HP］ https://www.okiboren.jp

問い合わせ先

問い合わせ先 女性力ダイバーシティ推進課

（連絡先等は、右に記載。）

沖縄県 こども未来部 女性力・ダイバーシティ推進課

  ［TEL］ 098-866-2500

［Mail］aa001309@pref.okinawa.lg.jp

  ［HP］ https://www.pref.okinawa.jp/kyoiku/

kosodate/1008226/1036501/index.html

問い合わせ先
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